
 

草加モノづくりブランド認定 食品 募集要項 

 

草加市内の中小企業等が持つ、優れた特徴のある食品を｢草加モノづくりブランド｣と認定し、広く

全国に情報を発信し知名度と信頼を高め、食品の販路開拓・拡大を支援することで市内産業の活性化

を図ることを目指しています。 

 

１ ブランド認定の特典 

認定された食品については、次の特典があります。 

(1) 認定証の交付 

(2) 草加モノづくりブランドのロゴマーク使用権 

(3) マスコミ等へのＰＲ支援 

(4) 展示会への出展支援 

(5) 草加市・草加商工会議所のホームページや広報紙への掲載 

(6) アドバイザーの派遣 

 

２ 対象食品 

 対象食品は、次のとおりとします。 

(1) 市場へ投入され１年以上経過していること 

(2) 市内の事業所において、製造を行っていること 

(3) 製造過程において品質及び衛生管理がされていること 

(4) 食品衛生法、計量法、不当景品類及び不当表示防止法等関係法令に違反していないこと 

  (5) ＯＥＭ製品、仕入れての販売品、農産物、すでに全国的にブランドとして認知されているもの 

（草加せんべいなど）は除きます 

  (6) 一定期間品質が保持されるよう包装され、運搬・流通が可能なもの 

  (7) 店舗等での飲食に限られるものは除きます 

(8) １社２食品以内 

 

３ 応募資格 

申請者は、次のいずれかに該当し、申請日において市内で１年以上継続して事業を営んでいる企業等と

します。 

(1) 市内に本社を有する中小製造業者 

(2) 本社が市外であっても、市内に開発部門や製造部門の事業所があり、当該事業所で対象食品を 

製造している中小事業者 

(3) 中小企業が主たる構成者となって活動している協同組合等の団体、任意グループ 

 

４ 応募方法 

   申請書および次の各種証明書を添えて、事務局まで送付または窓口までお持ちください。 

(1) 応募申請書 様式１（事務局から取り寄せるか、ホームページからダウンロードしてください） 

(2) 登記事項証明書または履歴事項証明書（法人の場合）を１部 

(3) 直近１年分の市民税納税証明書（法人の場合は法人市民税）を１部 

(4) 直近２期分の決算書の写し（確定申告書、貸借対照表及び損益計算書）を各１部 

  ※個人の場合は、直近２期分の確定申告書及び決算書（収支内訳書）の写しを各１部 

(5) 事業所案内パンフレット及び食品パンフレットまたは食品の写真、許認可書類の写し、その他   

  証明書類の写しを１部 

※ 上記の書類の内、添付できない書類等がある場合は、お問い合せください。 

 

 

 



５ 認定までのスケジュール 

  応募受付 令和５年７月１０日(月)～１１月１７日(金) 

  審  査 令和５年１２月（予定） 

       ・面接によるヒアリング及び試食を行います。 

  認定発表 令和６年１月(予定) 

  

６ 認定の審査について 

  ・審査について①独自性・優位性 ②安心・安全性 ③市場性・将来性を審査基準とし経営状況 

を総合的に勘案して行われます。 

・審査の際、試食品のご提供をお願いします。 

 

７ その他 

(1) 応募及び審査は、無料です。ただし、応募のためにかかる費用については、応募者のご負担に

なります。 

(2) 認定を受けられた場合、事業者ＰＲ負担金、年間１０，０００円ご負担いただきます。 

(3) 提出された応募書類等は返却いたしません。また、認定審査等に関するお問い合わせには

お答えできませんのでご了承ください。 

 

主催 草加モノづくりブランド実行委員会 

事務局：草加商工会議所 草加市産業振興課 

お問い合わせ先 

草加商工会議所 〒340-0016 草加市中央２－16－10 https://www.sokacity.or.jp 

TEL 048-928-8111  FAX 048-928-8125 

草加市産業振興課 〒340-8550 草加市高砂１－１－１ 

TEL 048-922-3477  FAX 048-922-3406 

 

 


